
番号 項 区分 質問内容 回答

1 基本協定書（案） 3 第１０条（設計条件等の変更）

設計変更は甲のみが求めることができる記載となっておりますが、地盤調査の結
果、「募集要項リスク分担表/復興公営住宅整備/用地の瑕疵リスク」に該当し、基
礎杭や地盤改良の仕様に変更が必要になったときは、乙からも設計変更を求めるこ
とができるとの理解でよろしいでしょうか？

後日、HPにてボーリング調査結果を公表します。
杭や地盤改良の工法等を検討したうえで、事業提案を行ってください。

2 基本協定書（案） 3
第１３条（売買契約が締結できなかった
場合の協定終了）

基本協定書第13条2項について、売買契約が締結できなかった場合に協定は終了
し、それまでに事業者が事業に要した費用は事業者負担となっていますが、売買契
約に至らなかった帰責事由が町にある場合、設計業務や調査業務等に要した費用は
町が負担するという認識でよろしいでしょうか？

帰責事由が町にある、売買契約に至らなかった事案が生じた場合は、甲と乙で協議
します。

3 売買契約書（案） 4 契約の解除

契約の解除について、乙に起因する事由による解除の規定（第16条・第20条）しか
ありませんが、甲に起因する事由により契約を解除せざるを言えない場合（例え
ば、募集要項に記載の内容への近隣住民の反対により工事着工ができない場合な
ど）、違約金やそれまでに発生した調査・設計費用を乙にお支払いいただくことは
可能でしょうか。

甲に起因する事由による契約を解除せざるを言えない事案が生じた場合は、甲と乙
で協議します。

4 事業者募集要項 5
1－5選定事業者の業務
（３）施工⑤その他土地の状況に応じた
住宅等の敷地の整備に必要な業務

町により当該敷地の既存建物を解体された後、既存杭や地下構造物などの地中埋設
物は残置される予定でしょうか。残置物がある場合は、その位置や仕様をご提示く
ださい。既存の外構舗装材は敷地内全てにおいて撤去される予定でしょうか。ま
た、売買価格の上限にこれらの撤去費用は含まれますか。

既存杭や地下構造物などの地中埋設物は撤去します。売買価格には撤去費用は含め
ていません。

5
基本協定書（案）
売買契約書（案）

5
2

引渡期限の変更

基本協定書第21条3項に「前項の規定による引渡期限の変更を事由とする売買代金
の変更は行わない。」との記載がありますが、第10条2項に甲の責に帰する事由で
の設計変更による新たな負担は町がこれを負担すると記載があります。設計変更に
起因する引渡期限の変更に伴い現場経費などに変更が生じた際は売買代金の変更が
行われるとの認識でよろしいでしょうか。（売買契約書（案）第4条3の記載も同
様）

甲の責めに帰する事由による設計変更が生じた場合は、甲と乙で協議します。

6 事業者募集要項 5 敷地の基本条件
敷地測量図のCADデータに方位・敷地境界線がございません。正確な方位、敷地境
界線がわかるデータを提供いただけないでしょうか。

別途提供いたします。

7 事業者募集要項 5 敷地の基本条件
敷地内東側の植栽帯について、電柱、電話BOXなどが設置されておりますが、敷地
内に含まれるでしょうか。含まれる場合は、上記電柱、電話BOXの撤去、移設は本
事業に含まれないと考えてよろしいでしょうか

敷地の範囲に含まれますが、現状維持を予定しています。
よって、電柱、電話ＢＯＸの移設は本事業には含まれません。
ただし、事業者の提案の中で不要と判断された場合は、本事業に含んでください。

8 事業者募集要項 5 敷地の基本条件
南側敷地境界の側溝への雨水排水の計画は可能でしょうか。また北側敷地境界の道
路側溝が一部欠如しておりますが、本事業に道路側溝の整備の予定はあるでしょう
か。放流可能な接続先についてご教示ください。

選定事業者決定後、計画内容に基づき、関係各課と協議してください。

9 事業者募集要項 5 敷地の基本条件
基礎形式を判断するための資料がございません。敷地内のボーリング位置、ボーリ
ング記録を提供いただけないでしょうか。

後日、HPにてボーリング調査結果を公表します。



番号 項 区分 質問内容 回答

10 事業者募集要項 5 敷地の基本条件
雨水貯留施設の計画について、10,000㎡未満の敷地となる志賀町との行政協議が考
えられます。容量、仕様について、基準となる情報を提供いただけないでしょう
か、また調整池・浸透ますいずれで計画するかについて指定はあるでしょうか。

選定事業者決定後、計画内容に基づき、関係各課と協議してください。

11 事業者募集要項 5 敷地の基本条件
アスファルト舗装などの撤去費用について、本事業費に含まれているでしょうか。
また撤去が必要な場合は、敷地内東側の貯水槽についての詳細のわかる資料を提供
いただけないでしょうか。

既存建物や工作物の撤去費用は本事業費に含まれていません。
現在、貯水槽も含め撤去工事に着手しており、本事業には含めないでください。

12 事業者募集要項 5 敷地の基本条件
解体工事（本事業に含まれる場合）、調整池の造成について建設工事に先行して行
うこと可能でしょうか。

既存建物の解体工事は本事業に含まれていません。
調整池の造成工事は、建築工事に該当しないため、建築確認済証の交付を受ける前
に着工が可能です。
造成工事は、工事前に売買契約の議会議決が必要であり、着工は町との協議後にな
るため、先行して行うことはできません。

13 事業者募集要項 5 敷地の基本条件 新しく建てる工事について、杭があるのでしょうか 後日、HPにてボーリング調査結果を公表します。

14 事業者募集要項 6 （３）外構・附帯施設
町道1084号との境界整備に関し、事業者側で工事が必要となる縁石などの仕様はあ
りますでしょうか。

特に指定はありません

15 設計標準 6
３．１基本的事項
（２）住戸計画

記載されている戸数が募集要項（P.6）とは異なっておりますが、募集要項に記載
の戸数を正とすればよろしいでしょうか？

募集要項の戸数が正しいです。

16 志賀町復興公営住宅設計標準 7 ３．３ 復興公営住宅（新築）の性能

3.劣化の軽減に関すること
3-1. 劣化対策等級（構造躯体等）については、等級3を満たすこととなっておりま
すが、当敷地は離岸距離が200m程度の重塩害地域に該当し、小屋裏への潮風の侵入
により構造躯体等の劣化が生じる恐れがあるため、一般的には小屋裏への通気口を
設けない仕様とする必要があると考えます。そのため、当該地で等級3の取得は困
難であり、当事業における等級を1としていただくことは可能でしょうか。

性能評価は必須です。
ただし、等級１で対策ができれば可能とします。

17
志賀町復興公営住宅設計標
準

8 ３．３ 復興公営住宅（新築）の性能

8.音環境に関すること
8-1.重量床衝撃音対策について、性能表示制度によらない方法で等級２同等以上の
性能が確保できていることを、書類等を使って事前に報告することでよろしいで
しょうか。

性能評価は必須です。同等以上の性能の確認は性能評価機関等が判断することと
なっています。性能が確保できていることが確認できるものがあれば報告により可
能と判断いたします。

18 事業者審査基準 8
提案書による事業者プレゼンテーショ
ン・ヒアリング

第2審査段階におけるプレゼンテーションおよび質疑応答の想定時間、使用可能な
資料（設計図、パース、動画等）にちて制限があればご教示ください。

事業者からの説明（プレゼン）：20分、委員からの質疑：15分を想定しています。
プレゼンテーションに使用する資料は、基本制限はありません。



番号 項 区分 質問内容 回答

19 事業者募集要項 17 ６－１基本協定、売買契約に関する事項
買取型事業の場合、宅建業法と建設業法の規制を受けるため、建設業法19条の内容
を売買契約書に盛り込んでいただくことは可能でしょうか。

選定事業者決定後、町と事業者で協議します。

20 事業者募集要項 20 【別表２】事業者の提案額
住宅新築工事費に杭工事が含まれますが、地盤調査の結果で地盤改良や杭長・本数
などが変更になった場合は協議により金額を変更していただくことは可能でしょう
か。

後日、HPにてボーリング調査結果を公表します。
杭や地盤改良の工法等を検討したうえで、事業提案を行ってください。
基礎杭や地盤改良の工法等の変更がやむを得ないと認められる場合、協議します。

21 事業者募集要項 22
【別表４】主要リスク分担表
不可抗力リスク

要項22頁のリスク分担表の「不可抗力リスク」について、主負担者は町、従負担者
は事業者となっていますが、具体的な内容は不可抗力が生じた場合に、協議によっ
て決定するという認識でよろしいでしょうか。負担割合の基準があれば、ご教示願
います。

不可抗力が生じた場合の具体的な内容は、協議します。
負担割合の基準はありません。

22 事業者募集要項 22 リスク分担等に関する事項
リスク分担等に関する事項の契約リスクて、議会で否決となった場合の費用負担リ
スクは町が負うものとの理解でよろしいでしょうか。

議会の否決事由により、町と事業者で協議します。

23 事業者募集要項 22 リスク分担等に関する事項
契約リスクに関して、町及び事業者双方の事由による場合のリスクはどちらが負
担・どのように取り決めを行うのかご教示願います。

生じたリスクとなる事由毎に、町と事業者で協議します。

24 事業者募集要項 23
【別表４】主要リスク分担表
建設物価変動リスク

募集要領別表3表中の建設物価変動リスクに関して、表中では事業者が主負担者で
〇となっていますが、売買仮契約書（案）第6 条三号により、物価水準の変動によ
り売買代金が不適当と認められる場合、協議の上変更金額を定めることとされてい
ます。事業期間中に資材等の物価上昇が見込まれた場合は設計変更の対象とし、金
額の変更を協議するという認識でよろしいでしょうか。

売買仮契約書（案）第６条第１項第三号より、事業期間中に資材等の物価水準の変
動により売買代金が不当と認められる場合は、協議します。

25 事業者募集要項 23
【別表４】主要リスク分担表
測量・調査リスク

要項23頁のリスク分担表の「測量・調査リスク」について、「地質障害、地中障害
物及び埋蔵文化財の発見により新たに必要となった測量・調査に関するもの」は、
主負担者は町、従負担者は事業者となっていますが、具体的な内容は測量・調査が
必要となった場合に、協議によって決定することになるでしょうか。負担割合の基
準があれば、ご教示願います。

基本協定書（案）第10条より、町が設計条件の変更が必要と認めたとき、設計変更
による新たな負担の責の帰する事由を協議します。
負担割合の基準はありません。

26 事業者募集要項 23
【別表４】主要リスク分担表
工期変更(工事遅延)リスク

用地瑕疵リスクで文化財に関するもののリスク負担は町○とありますが、文化財調
査等で工期が遅延した場合の工期変更リスク負担者は町でよろしいでしょうか。

生じたリスクとなる事由毎に、町と事業者で協議します。


